
JP 2015-176141 A 2015.10.5

(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】構造が簡単であり、低コストであり、折り畳む
ことができる３次元映像表示装置を提供する。
【解決手段】背板６と、背板６の両側に折り畳み可能に
接続された側板１、２と、背板６の上端に折り畳み可能
に接続された天板４と、天板４に上部が接続された透光
板５と、を備え、背板６、両側の側面１、２、及び天板
４によって囲まれ、内部に空間を有する本体箱構造が形
成され、透光板５は、空間において背板に対して４５°
の角度で配置され、本体箱構造の上部には映像の取り込
みのための開口が形成され、本体箱構造の正面には映像
を視聴するための視聴ポート３０が形成される、ことを
特徴とする３次元映像表示装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背板と、
　前記背板の両側に折り畳み可能に接続された側板と、
　前記背板の上端に折り畳み可能に接続された天板と、
　前記天板に上部が接続された透光板と、を備え、
　前記背板、前記両側の側面、及び前記天板によって囲まれ、内部に空間を有する本体箱
構造が形成され、
　前記透光板は、前記空間において前記背板に対して４５°の角度で配置され、
　前記本体箱構造の上部には、映像の取り込みのための開口が形成され、
　前記本体箱構造の正面には、映像を視聴するための視聴ポートが形成される、
　ことを特徴とする３次元映像表示装置。
【請求項２】
　請求項１の３次元映像表示装置において、
　前記本体箱構造の一部を構成する底板が、前記背板の下端に折り畳み可能に接続されて
いる、
　３次元映像表示装置。
【請求項３】
　請求項２の３次元映像表示装置において、
　前記側板の自由端は、折り畳み可能に前板に接続され、前記視聴ポートは前記前板の上
部に配置される、
　３次元映像表示装置。
【請求項４】
　請求項３の３次元映像表示装置において、
　前記側板は、台形状に形成される、
　３次元映像表示装置。
【請求項５】
　請求項４の３次元映像表示装置において、
　前記側板及び前記前板の接続部の下部には、底板を差し込むための角穴が形成される、
　３次元映像表示装置。
【請求項６】
　請求項１の３次元映像表示装置において、
　前記両側の側板は、折り畳まれて前記背板に接続される第１の側板と、折り畳まれて前
記第１の側板に接続される第２の側板と、を備え、前記第２の側板２の２つの自由端は折
り畳まれて前記前板に接続され、前記視聴ポートは前記前板の上部に配置され、前記天板
が前記第１の側板に対して折り畳まれたら、前記第２の側板の上部位置には、映像を取り
入れるための開口が形成される、
　３次元映像表示装置。
【請求項７】
　請求項１の３次元映像表示装置において、
　前記天板には透光穴が形成される、
　３次元映像表示装置。
【請求項８】
　請求項１の３次元映像表示装置において、
　前記側板の上端には突起が形成され、前記天板の前記突起に対応する位置には差し込み
爪が形成される、
　３次元映像表示装置。
【請求項９】
　請求項１の３次元映像表示装置において、
　前記透光板と前記天板との接合部から前記背板までの距離は、２ｃｍ～３ｃｍである、
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　３次元映像表示装置。
【請求項１０】
　請求項１の３次元映像表示装置において、
　前記透光板は、ガラス、ＰＶＣ板、又はホログラフィック投影フィルムである、
　３次元映像表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、３次元映像表示装置に関し、特に、小さなディスプレイに３次元映像を表示す
るホログラフィック投影技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　３次元ホログラフィック投影は、主に干渉や回折の原理を用いてメガネをかけることな
く物体を記録し再現する３次元技術であり、視聴者は３次元の仮想映像や仮想文字を視認
することができる。この技術は博物館などで頻繁に用いられる技術である。この技術は製
品展示会、自動車ショー、ステージショー、エンターテイメントなどにおける投影などで
用いられる。
【０００３】
　現在行われているプロモーション活動又は展示会場において、企業は、消費者が製品や
経験をよりよく理解することができるように、ホログラフィックディスプレイキャビネッ
ト又は他の大きな装置を用いて新製品を表示しているが、この展示はサイズが大きいので
、使用に不便であり、展示会場での様々な制限がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本願発明は、従来技術の問題点を解決するためのものであり、シンプルで使い易く、低
コストの３次元映像表示装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本願発明の３次元映像表示装置の一形態は、背板と、前記背
板の両側に折り畳み可能に接続された側板と、前記背板の上端に折り畳み可能に接続され
た天板と、前記天板に上部が接続された透光板と、を備え、前記背板、前記両側の側面、
及び前記天板によって囲まれ、内部に空間を有する本体箱構造が形成され、前記透光板は
、前記空間において前記背板に対して４５°の角度で配置され、前記本体箱構造の上部に
は、映像の取り込みのための開口が形成され、前記本体箱構造の正面には、映像を視聴す
るための視聴ポートが形成される、ことを特徴とする。
【０００６】
　また、３次元映像表示装置の一形態において、前記本体箱構造の一部を構成する底板が
、前記背板の下端に折り畳み可能に接続されていてもよい。
【０００７】
　また、３次元映像表示装置の一形態において、前記側板の自由端は、折り畳み可能に前
板に接続され、前記視聴ポートは前記前板の上部に配置されてもよい。
【０００８】
　また、３次元映像表示装置の一形態において、前記側板は、台形状に形成されてもよい
。
【０００９】
　また、３次元映像表示装置の一形態において、前記側板及び前記前板の接続部の下部に
は、底板を差し込むための角穴が形成されてもよい。
【００１０】
　また、３次元映像表示装置の一形態において、前記両側の側板は、折り畳まれて前記背
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板に接続される第１の側板と、折り畳まれて前記第１の側板に接続される第２の側板と、
を備え、前記第２の側板の２つの自由端は折り畳まれて前記前板に接続され、前記視聴ポ
ートは前記前板の上部に配置され、前記天板が前記第１の側板に対して折り畳まれたら、
前記第２の側板の上部位置には、映像を取り入れるための開口が形成されてもよい。
【００１１】
　また、３次元映像表示装置の一形態において、前記天板には透光穴が形成されてもよい
。
【００１２】
　また、３次元映像表示装置の一形態において、前記側板の上端には突起が形成され、前
記天板の前記突起に対応する位置には差し込み爪が形成されてもよい。
【００１３】
　また、３次元映像表示装置の一形態において、前記透光板と前記天板との接合部から前
記背板までの距離は、２ｃｍ～３ｃｍであってもよい。
【００１４】
　また、３次元映像表示装置の一形態において、前記透光板は、ガラス、ＰＶＣ板、又は
ホログラフィック投影フィルムであってもよい。
【００１５】
　本実施形態の装置は、構造が簡単であり、低コストであり、課題解決のための原理が簡
単であり、高度な技術及び特別な環境を必要としないことから実施が容易である。また、
本実施形態の装置は、製品を視覚的インパクトの強い３次元で表示することができるので
、宣伝効果を増大することができる。また、本実施形態の装置は、大掛かりな移動はでき
ないという従来の問題を解決するために設計されており、折り畳むことができるので、装
置を搬送し易く、いつでも持ち運びをして広告活動ができ、趣味性と対話性に優れている
。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は、開いた状態における本実施形態の表示装置を示す図である。
【図２】図２は、使用時における本実施形態の表示装置を示す図である。
【図３】図３は、実施形態の他の状態の表示装置を示す図である。
【図４】図４は、折り畳まれた状態の表示装置を示す図である。
【図５】図５は、本実施形態の視覚表示装置を示す図である。
【図６】図６は、本実施形態の視覚表示装置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　技術的な課題を解決するために採用された本願発明の技術的解決手段は、理解を容易に
するために、以下、実施形態において具体的な図面を用いて説明される。
【００１８】
　本実施形態の３次元映像表示装置は、図１，２，３に示すように、背板６と、背板６の
両側に接続された折り畳み式の側板１と、背板６の上端に接続された折り畳み式の天板４
と、天板４に上部が接続された透光板５と、を備える。背板６、両側の側板１、及び天板
４によって３辺を囲まれた本体箱構造が形成され、本体箱構造の内部に空間が形成される
。
【００１９】
　本明細書において、「折り畳み式」とは、２つの物の間の接続、つまり接合に沿って折
り返したり開いたりして角度を付けることができるような構造であり、折り目１２を形成
することによって折り畳みが可能になる。
【００２０】
　透光板５は、本体箱構造の内部の空間において背板６に対して４５°の角度で配置され
、本体箱構造の上端部は、映像の取り込みのために開いており、例えば天板４には投影用
開口が形成される。本体箱構造の正面には映像のぞき窓がある。



(5) JP 2015-176141 A 2015.10.5

10

20

30

40

50

【００２１】
　使用時に、携帯電話などの投影装置８は、本体箱構造の上に配置され、投影用開口に画
面を向け、光の屈折及びミラー画像形成原理を利用し、携帯電話内の反転映像が透光板を
通ることによって３次元立体映像が生成される（携帯電話の映像の反転処理、その他反転
映像投影は、当業者に知られている技術である）。
【００２２】
　より良好な３次元立体映像効果を得るために、透光板５と天板４との接合部から背板６
までの距離は、約２ｃｍ～３ｃｍとするのがよい。本実施形態で用いる透光板は、ガラス
、ＰＶＣ板、又はホログラフィック投影フィルムなどとすることができる。
【００２３】
　不使用時には各板を折り畳むことができるので、省スペースとなる。本実施形態の装置
は、構造が簡単で実用的であり、低コストである。また、本実施形態の装置は、課題解決
のための原理が簡単であり、高度な技術及び特別な環境を必要としないことから実施が容
易である。また、本実施形態の装置によれば、製品を視覚的インパクトの強い３次元で表
示することができるので、宣伝効果を増大することができる。また、本実施形態の装置は
、大掛かりな移動はできないという従来の問題を解決するために設計されており、折り畳
むことができるので、装置を搬送し易く、いつでも持ち運びをして広告活動ができ、趣味
性と対話性に優れている。
【００２４】
　また、本実施形態の装置は、折り畳むことができ、老若男女誰でも簡単に組み立てられ
るシンプルな構造であり、本体箱構造が紙で形成される場合には使用する紙の量を減らす
ことができる。また、本実施形態の装置は、プロモーション（販売促進活動）ツールであ
る場合がある。このため、本実施形態の装置は、イベントや店頭で配布する、在庫するこ
とができる。また、本実施形態の装置は、折り畳んで平らにすることができるので、雑誌
に挟み込む（雑誌ベタ付け）、ＤＭ（ダイレクトメール）に封入する、カタログに挟み込
むこと、ができる。また、本実施形態の装置は、屋外広告（駅通路の看板など）で、広告
に隙間なく貼り付けて、持ち帰らせることができる。また、本実施形態の装置は、大量配
布する場合のコストを下げるために最小限の紙の量と厚みにすることができる。
【００２５】
　本発明の好ましい実施形態では、本体箱構造の一部を構成する底板７は、背板６の下端
に折り畳み可能に接続されている。底板７は、床の遮光の役割を果たすだけではなく、視
聴をし易くするために手で握り易くなっている。
【００２６】
　本発明の他の実施形態では、側板の自由端は折り畳み可能に前板３に接続される。視聴
ポート３０は前板３の上部に配置される。図５，６に示すように、テーブルに対して好ま
しくは１００°の視聴し易い角度が形成されるように、側板は台形状に形成されるのが好
ましい。本体箱構造の安定性を強化するために、側板及び前板３の接続部の下部には、底
板７を差し込むための角穴２３が形成される。
【００２７】
　本実施形態のように、テーブル面に対して前板３が１００°の角度で形成されているの
で、３次元映像表示装置をテーブルの上に乗せて映像を見る場合に、ユーザーは、かがん
だ姿勢を取ることなく映像を視聴することができる。なお、１００°という角度は、一般
的なテーブルと椅子の高さで、３次元映像表示装置からユーザーの体が５０ｃｍ～１００
ｃｍ離れているという条件で、ユーザーがかがまずに映像を視聴できる角度である。なお
、テーブル面と前板３とがなす角度は１００°に限らず９７°～１０３°であってもよい
し、９５°～１０５°であってもよい。すなわち、角度が大きすぎると、３次元映像表示
装置の上に乗せる投影装置８（携帯電話又はスマートフォン）が滑り落ちる心配があり、
角度が小さすぎるとユーザーがかがんだ姿勢を取る必要があるので、これらを考慮して上
記の角度にするのが好ましい。
【００２８】
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　本発明の実施形態では、側板は以下のような構造であってもよい。両側板は、折り畳ま
れて背板６に接続される第１の側板１と、折り畳まれて第１の側板１に接続される第２の
側板２と、を備え、第２の側板２の２つの自由端は折り畳まれて前板３に接続される。視
聴ポート３０は前板３の上部に配置される。天板４が第１の側板１に対して折り畳まれた
ら、第２の側板２の上部位置には、映像を取り入れるための開口が形成される。すなわち
、天板４が第１の側板１に対して折り畳まれたら、携帯電話などの投影装置８は、２つの
第２の側板２の上に設置される。
【００２９】
　携帯電話の固定を容易にするために、側板の上端には突起１１が形成され、携帯電話が
第２の側板２の上に設置されたときに、携帯電話の端部は突起１１に隣接し、携帯電話が
滑り落ちることが防止される。同時に、天板４の突起１１に対応する位置には差し込み爪
４１が形成される。天板４が折り畳まれると、差し込み爪４１は突起１１の中に差し込ま
れ、天板と側板とが固定され、これによって、本体箱構造はより安定する。
【００３０】
　もちろん、透光効果を増大させるために、天板４には透光孔４０が形成される。
【００３１】
　本実施形態に基づいて以下の改善を行うことができる。例えば、前板、背板、底板を除
く他の３つの側面は、箱の内部で光の干渉が生じるのを防ぐために黒くなっていてもよい
。
【００３２】
　本実施形態は、好ましい実施形態の詳細な説明によって実施される。しかしながら、上
述のとおり、本実施形態は、当業者によって適宜変更し得る。出願人は、実施形態を適宜
変更することによって本発明の範囲を増大することができることを意図している。
【００３３】
　同様の符号は全体を通して同様の構成を示している。明確にするために、図面中の線、
層、要素、部品、又は構成は、強調して描かれている場合がある。
【００３４】
　本明細書において用いられる用語は、実施形態を説明する目的で用いられているもので
あって、本発明を制限することを意図していない。定義されている場合を除いて、本明細
書で用いられる全ての用語（技術用語及び科学用語を含む）は、本発明と同様の技術分野
に属する当業者の一般的な理解に関連する。
【符号の説明】
【００３５】
１　第１の側板
２　第２の側板
３　前板
４　天板
５　透光板
６　背板
７　底板
８　投影装置
１１　突起
１２　折り目
２３　角穴
３０　視聴ポート
４０　透光孔
４１　差し込み爪
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